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東日本大震災の被災地における 

リアルタイムモニターの活用に係る暫定ガイドライン 
 

 

 

１. はじめに 

繊維状粒子自動測定器（リアルタイムモニター）は解体現場等に存在する総繊維数をリ

アルタイムに把握することができるという特徴を有しているため、環境省としては、建築

物解体作業時等における施工業者の自主管理方法の一つとして活用することが考えられる。 
しかしながら、リアルタイムモニターは顕微鏡法との相関性等の課題が残っている上に、

リアルタイムモニターの是非については、専門家の中でも様々な見解があるが、今回の東

日本大震災の被災地における活用方法に関しては暫定的に以下の通りとする。なお、必要

に応じて東日本大震災におけるアスベスト調査委員会において適宜見直していくこととす

る。 
 
 
２. 目的 

 建築物の解体・改修の現場に設置し、施工の期間リアルタイムに総繊維数濃度の推移を

把握することで、アスベストをはじめとする粉じんの漏洩の有無を確認することを目的と

する。 

 

 

３. 測定対象 

震災によって倒壊・半壊・一部損壊した建築物等の解体現場作業でセキュリティゾーン

又は集じん・排気装置を設けている現場。 

なお、がれき集積場については、平成２３年４月２７日に公表したアスベスト大気濃度

調査に係る予備調査において、アスベスト濃度は、通常の一般大気環境とほぼ変わらない

ものの、アスベスト以外の一般粉じんが相当程度飛散している場所もあるため、防じんマ

スクの着用が必要ということがわかった。しかしながら、アスベストよりも一般粉じんの

飛散が懸念されるがれき集積場においてはアスベストの同定が出来ないリアルタイムモニ

ターを使用した測定は困難である。 

 

 

４. 測定方法 

（１）測定の前に、それぞれの機種が規定している方法で校正する。 

（２）セキュリティゾーン、集じん・排気装置の外側付近に作業開始約６０分前から設置

して測定を開始する。 

 

 

５. 数値の取り扱い及び高濃度の総繊維数濃度が検出された場合の対応 

作業前の数値と比較して大幅に上昇することがある場合等は警報ランプ又はその他の方

法で作業主任者等に知らせるようにする。 

 



 

 

６. 高濃度の総繊維数濃度が検出された場合の対応 

高濃度の総繊維数濃度が検出された場合は当該総繊維数濃度がアスベストかどうかの判

定のために、リアルタイムモニターに取り付けているバックアップフィルターを電子顕微

鏡法等のアスベストを同定できる方法で分析を行う。 

 

 

７. 記録の作成・保存 

リアルタイムモニターの総繊維数濃度の連続測定記録及び実施した対策の内容を保存す

る。 

 

 

８. その他 

特に指定していない事項はアスベストモニタリングマニュアル第4.0版に従う。 


